
豊能町特定非営利活動法人支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 豊能町特定非営利活動法人活動支援補助金（以下「補助金」という。）の交付については、豊能

町補助金交付規則（昭和５０年規則第２号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 補助金は、特定非営利活動促進法（以下「法」という。）第２条第２項に規定する特定非営利活

動法人（以下「NPO法人」という。）が自主的かつ自発的に行う特定非営利活動に対し交付することに

より、特定非営利活動の促進を図り、地域の活性化を図ることを目的とする。 

 

（補助対象団体） 

第３条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

（１）NPO法人であること 

（２）主たる事務所の所在地が町内であること 

（３）１年以上の活動実績があること 

（４）会計処理が適切に行われていること 

（５）法第２９条に規定する事業報告書が町へ提出されていること 

（６）当該団体が行う特定非営利活動への支援を希望して豊能町に対して寄付金の納付があったこと 

 

（対象事業の内容） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、前条に定める補助対象団

体が行う特定非営利活動に係る事業であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

（１）公共の福祉の向上及び豊能町民の利益の増進につながり、かつ、公益上の必要性が認められること 

（２）豊能町内で行われること、又は事業の対象が主に豊能町民であること 

 

（対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する事業に係る事業費であり、管理費はこれに

含まれない。 

 

（登録の申請手続き） 

第６条 この要綱の適用を受けようとする団体は、第３条の規定を満たすものとし、あらかじめ豊能町

特定非営利活動法人支援補助金団体登録申請書（様式第１号）を町長へ提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による登録の申請があったときは、これを審査し、登録の可否を決定し、豊能町

特定非営利活動法人支援補助金団体登録決定通知書（様式第２号）によりその結果を当該団体に通知す

るものとする。 

 

 



（登録の変更） 

第７条 前条により登録を受けた団体（以下「登録団体」という）は、前条１項の書類の内容に変更があ

ったときは、豊能町特定非営利活動法人支援補助金団体登録変更届（様式第３号）により、町長に速や

かに届け出なければならない。 

 

（登録の取消し） 

第８条 登録団体が次のいずれかに該当するときは、町長はその登録を取り消すことができる。 

（１）第３条に規定する要件を満たさなくなったと認められるとき 

（２）偽りその他不正の手段により登録の申請をしたと判明したとき 

（３）登録団体から豊能町特定非営利活動法人支援補助金団体登録抹消届（様式第４号）の提出があった

とき 

（４）前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき 

 

（補助金の限度額） 

第９条 補助金の額は、申請額又は豊能町ふるさと寄付の寄付者が、豊能町ふるさと寄付促進事業実施

要綱第３条第８項に規定する事業に充てることをあらかじめ指定し、当該団体に対する支援の意向を

明確に確認できるものの寄付金額の９５パーセントのうち、いずれか少ない額（１，０００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）の範囲内とする。ただし、町長が当該寄付者に豊能町ふる

さと寄付特産品贈呈事業実施要領第４条に定める特産品を贈呈する場合は、申請額又は寄付金額から

特産品費用、送付料、業務委託料及び手数料の合計額を除いた額のうち、いずれか少ない額（１，０

００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）の範囲内とする。 

 

（交付条件） 

第１０条 町長は、当該寄付者に特別の利益が及ばないことを条件として補助金を交付するものとする。 

 

（交付申請） 

第１１条 補助金の交付を受けようとする団体は、豊能町特定非営利活動法人支援補助金交付申請書（様

式第５号）を町長に提出しなければならない。 

 

（交付決定） 

第１２条 町長は前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可

否および交付額の決定を行う。 

２ 町長は、前項の決定をしたときは豊能町特定非営利活動法人支援補助金交付決定通知書（様式第６

号）により当該団体に通知するものとする。 

３ 交付決定後、申請内容に変更が生じた場合、速やかに豊能町特定非営利活動法人支援補助金変更交

付申請書（様式第７号）を町長に提出しなければならない。 

 

（交付金の請求） 



第１３条 前条の規定による交付決定を受けた団体は、豊能町特定非営利活動法人支援補助金請求書（様

式第８号）を町長に提出するものとする。 

 

（実績報告） 

第１４条 補助金の交付を受けた団体は、豊能町特定非営利活動法人支援補助金実績報告書（様式第９

号）に必要書類を添付の上、事業終了後速やかに、かつ、交付を受けた年度の３月末日までに提出しな

ければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第１５条 補助金の交付決定または交付を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、町長は補助金

の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１）当該団体が、法令又は本要綱に違反したとき 

（２）当該団体が、補助金を不正その他不適当な用途に使用したとき 

（３）交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助金を交付することが適当でないと判断されると 

  き 

 

（補助金の返還） 

第１６条 次の各号に掲げる事由が生じた場合、既に補助金が交付されているときは、町長は期限を付

して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１）前条の事由により取消し又は変更したとき 

（２）交付決定後に生じた事情の変更等により、事業の実施に係る費用が交付決定額を下回ったとき。 

 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 

 

附則 

この要綱は、平成２９年３月１０日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和元年９月１７日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

 

 

 


